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長野県東京事務所は、長野県と首都圏とをつなぐ営業・情報拠点として、
（１）長野県と国の省庁や国会議員、その他関係機関との連絡調整及び情報収集
（２）企業等の誘致、企業間取引支援
（３）首都圏に向けての情報発信・広報ＰＲ などを行っています。

「首都圏のホットな情報、人材、企業を信州へ。信州の魅力を全国へ。」

その橋渡しが当事務所の役割です！

１．長野県東京事務所の業務概要

(１）長野県と国の省庁や国会議員､その他関係機関との連絡調整及び情報収集

省庁からの情報収集等

・予算資料の入手（８月：概算要求、１２月：政府予算案、随時：補正予算案）
・新規施策・制度、法改正等の情報収集・連絡調整
・各省庁の人事異動状況の情報入手
・公文書、報道発表資料等の受け取り
・死亡叙勲、高齢者叙勲、紺綬褒章などの書類持込み、位記・勲記等の搬送
・県出身者への県政に係る情報提供及び省庁県人会を通じた情報交換

○
国等への要望活動

・省庁や県関係国会議員等への要望のアポイント・連絡調整及び要望時の案内
・省庁や国会への陳情書配付や要請行動への参加

県出身者とのネットワークの構築

・長野県人会連合会行事での県情報の提供及び県政に対する支援依頼

(３）首都圏に向けての情報発信・広報ＰＲ

(２）企業等の誘致、企業間取引支援

・東京事務所入口のディスプレイ及び都道府県会館地下通路広報パネルへの
観光ポスター等の展示

・メールマガジン「信州通信」の配信
・首都圏の企業と長野県との関係性の構築・強化

・首都圏の企業への個別訪問による企業誘致及び市町村の立地情報の提供

・金融機関等との連携による情報収集・企業の立地動向の把握

・企業立地、本社機能移転、事業連携等の相談・支援
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８：００ 出勤

・新聞、ｉＪＡＭＰのチェック

８：３０ 始業

・県庁から総務省の施策に関する情報収集の依頼が入る

・総務省の施策担当課を調べ、資料等を作成する

９：４５ 総務省担当者へ電話

・総務省の施策担当課へ連絡し、午後の訪問を
依頼する

１１：００ 県関係国会議員事務所を訪問

・長野県内の出来事やイベント、県政情報等を
お届けする

１２：００ 昼食・休憩

１３：１５ 総務省訪問

・総務省の長野県出身者や長野県内自治体勤務
経験のある職員に長野県内の出来事やイベン
ト、県政情報等をお届けする

１５：００ 総務省担当者との打ち合わせ

・新規施策等についての情報を入手

１６：００ 帰所

・総務省との打ち合わせ事項を整理し、
県庁へ提供する

１７：１５ 終業時間

１８：１５ 総務省の就業時間（必要に応じて待機）

２．これが私たちの仕事です
職員ごとに担当する各省庁が割り振られています。
担当者は長野県に関する情報提供や各省庁等からの情報収集の活動を行っています。

総務省・国会担当職員のある１日 総務省、消防庁の長野県関係者は
約９５名(H30.3月時点）

各省庁担当者は、日々の活動により、省庁の方々との信頼関係を築いています。
市町村の皆さんの省庁への要望活動や施策等の担当者への紹介などのお手伝いができます。

総務省や国会の動き
をチェック！

国会議員からは国の貴重
な情報をいち早く頂くこ
とができます。
省庁への要望のサポート
をしていただいたり、国
会質問等を通じ、長野県
への支援策の実現が期待
できます。

長野県の自治体に役立つ
貴重な情報を提供して
いただくことができます。
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・県では、県内に工場、研究所等を立地していただく企業に助成金
の交付や課税免除等の優遇措置を用意しています。

・また、ICT産業等の事業所を新設して事業を行う企業に、その費
用の一部を助成しています。

企業立地の
優遇制度

・地方創生を実現するため、国の制度外となる小規模な本社機能移

転を支援します。

・全国トップクラスの減税率に加え、県独自の助成制金制度を用意

しています。

本社機能の
移転等への
支援

・当事務所は、企業の皆さまの利便性を第一に、県内市町村と共に
相談に応じます。

・他にも、県内企業の優れた技術・製品等のご紹介や県内市町村と
の事業連携（地方創生事業等）などのご相談にも応じます。

ワン
ストップ
サービス

首都圏企業の皆さまへ
長野県東京事務所では、地方への企業立地をご検討されている首都圏企業の皆さまに、
産業団地や優遇制度をご紹介するほか、立地全般のご相談をお受けしています。

長野県内市町村の皆さまへ
当事務所では、首都圏等の企業の皆様へ県内市町村の立地情報等を提供しています。
また、テレワークなど特徴的な取組情報も提供しておりますので、当事務所を積極
的にご活用ください。

お問い合わせ先 企業誘致担当 ０３（５２１２）９１８９
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４．首都圏に向けた情報発信
長野県関係者の皆様や首都圏にお住まいの皆様へ、「ホットな信州」を
私たちがお伝えしています！

メールマガジン「信州通信」を毎月発信

•タイムリーな県の話題を紹介

•銀座NAGANO新着情報も

産地

直送

•月イチ発行（月末配信）

•旬な観光情報

•信州のスポーツ情報も

鮮度

抜群

•購読者500名以上

•首都圏の長野県関係者に幅広く配信

（各省庁・企業等）

幅広

配信

求む！耳寄り情報
観光情報、首都圏でのイベント情報
募集中です！
※〆切：掲載希望月の前月15日

購読者募集中！
ご希望の方は専用アドレスにメールで
ご連絡ください！
※ メール件名は「新規配信希望」としてください。
※ 配信希望メールアドレスを明記してください。

東京事務所及び八十二銀行首都圏支店のディスプレイで観光ＰＲ
過去のディスプレイ（一例）

設置場所、期間は事前に県内市町村に照会の上、年間計画を決定しています

銀座ＮＡＧＡＮＯ 県内特産品の販売・イベント、観光案内、移住相談

情報マガジン「つなぐ」を毎月発行

長野県東京事務所ホームページ
https://www.pref.nagano.lg.jp/tokyojimu/index.html

アクセスショップスペース
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５．長野県東京事務所大解剖！

福島県

宮
城
県

鹿児島県

ＥＶ

和歌山県

長野県

応接室
お客様を
お・も・て・な・し

事務所内
明るい雰囲気です♪

観光案内
県内市町村のパンフ
レットを取り揃えて
ます

所長室
天気が良ければ富士山
が見えます

打合せ室
大都会の街並みを
見ながら大切な
打合せができます

ディスプレイ
あなたのディスプレイ力
を魅せてください！

入口

アルクマがお迎え♪
（お出かけしているときも）

都道府県会館12階平面図

こんなとこにも…
都道府県会館の地下には
全国のポスターが勢ぞろい

どうぞお気軽に長野県東京事務所にお立ち寄りください。
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月 行 事 内 容
４月 国の省庁・国会議員・その他関係機関へのあいさつ回り

５月

県関係国会議員秘書との勉強会

北陸新幹線建設促進要望、中部横断道路建設促進要望

県関係国会議員との県政懇談会

国要望活動（施策・予算）

６月 長野県人会連合会定期総会

７月 三遠南信道路建設促進要望

８月
政府予算概算要求の情報収集

企業立地に係る市町村との意見交換

９月 県関係国会議員秘書との勉強会

10月
長野県人会連合会秋季大会「ふるさと信州のつどい」

中央東線高速化促進要望

11月
国要望活動（施策・予算）

中央自動車道対策・中部横断道路建設促進要望

12月

長野県人会連合会年忘れオークションの夕べ

国要望活動（施策・予算）

与党税制改正大綱の情報収集

政府予算案の情報収集

１月 三遠南信道路建設促進要望

２月
長野県人会連合会新年祝賀懇親会

県関係国会議員秘書との勉強会

３月 ものづくり技術提案会

７．長野県東京事務所の主な年間行事

■国の省庁や国会議員等との連絡、情報収集窓口としてご利用ください
・省庁や地元選出国会議員等への訪問のアポイント・連絡調整及び訪問時の案内

・省庁の施策・予算等に関する情報の収集 など

■企業誘致等に関する相談窓口としてご利用ください
・首都圏の企業への立地情報の提供 など

■首都圏に向けての情報発信・広報ＰＲの拠点としてご利用ください
・東京事務所入口のディスプレイでの観光ＰＲの展示

・東京事務所内のパンフレットコーナーに観光パンフレット等を配置

・メールマガジン「信州通信」で観光・イベント情報を発信

・在京マスコミへ観光イベントなどの資料提供 など

県関係国会議員
との県政懇談会

三遠南信道路
建設促進要望

県関係国会議員
秘書との勉強会

６．こんなときにご相談を！
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所在地・連絡先

〒102-0093
東京都千代田区平河町2-6-3  都道府県会館12階

電話 03（5212）9055 FAX  03（5212）9196
e-mail tokyojimu@pref.nagano.lg.jp

交通案内

東京メトロ 有楽町線 半蔵門線 永田町駅
５番出入口から地下鉄連絡通路を経て徒歩３分

東京メトロ 南北線 永田町駅
９番Ｂ出入口から地下鉄連絡通路を経て徒歩３分

東京メトロ 銀座線 丸ノ内線 赤坂見附駅
Ｄ出入口から青山通りを皇居方面へ徒歩７分

９．長野県東京事務所の所在地・アクセス

H30.3月

窓口開設時間

８時30分から17時15分
土・日・祝日、年末年始は休みです

８．長野県の県人会

首都圏には、首都圏の市区単位、長野県の出身地域単位などで組織された単位県人会が各
地にあり、それらの連合組織として「長野県人会連合会」があります。また、出身高校単位で
組織された同窓会とその連合組織として「長野県高等学校同窓会東京連合会」もあります。

長野県人会連合会
○事務局

東京都千代田区神田佐久間町２－７ 第６東ビル
電話 03(5829)9333 ＦＡＸ 03(5829)9334
ホームページ http://www.shinsyu-tokyo.jp

○組織
会長 鈴木敏文（株）セブン＆アイ・ホールディングス名誉顧問
主に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の区・市単位の県人会が加盟

○活動内容（参加人数（平成29年度実績））
６月 通常総会（240名）

１０月 秋季大会「ふるさと信州のつどい」（1,600名）
１２月 年忘れオークションの夕べ（240名）

２月 新年祝賀懇親会（240名）
○その他

「信州の東京」を発刊 （年会費：4,200円）会員へ配布

長野県高等学校同窓会東京連合会
○事務局及び組織

出身高校同窓会単位で構成し、事務局は年度ごとに移動します。
○活動内容（参加人数）

７月 通常総会（250名） ２月 新年懇親会（240名）
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